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○ 取扱い 

 悪性黒色腫に対するウベニメクス（ベスタチンカプセル）の算定は、原

則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 ベスタチンカプセルの添付文書の効能・効果は、「成人急性非リンパ性

白血病に対する完全寛解導入後の維持強化化学療法剤との併用による生

存期間の延長」である。悪性黒色腫の治療は、病期に応じて単剤化学療法

や多剤併用化学療法を選択することがあるが、本剤の投与は適応外である。 

 以上のことから、悪性黒色腫に対するウベニメクス（ベスタチンカプセ

ル）の算定は、原則として認められないと判断した。 

 


